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訴 状

令和２年１１月１７日

大阪地方裁判所 御中

原告訴訟代理人弁護士 髙 池 勝 彦

同 荒 木 田 修

同 尾 崎 幸 廣

同 稲 田 龍 示

同 岡 島 実

〒５９８－００２１ 大 阪 府

原 告 今 井 光 郎

〒５８０－００２２ 大 阪 府

原 告 南 木 隆 治

〒５３１－００７２ 大 阪 市

原 告 黒 田 裕 樹

〒１０２－００９３ 東 京 都 千 代 田 区 平 河 町 二 丁 目 １ ６ 番 ５ 号

クレール平河町３０２号 髙池法律事務所

電話０３（３２６３）６０４１ ファックス０３（３２６３）６０４２

弁 護 士 髙 池 勝 彦
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〒１０４－００６１ 東京都中央区銀座六丁目１２番２号 東京銀座ビル２階

荒木田修法律事務所

電話０３（３５７２）５１７５ ファックス０３（３５７２）５１７６

弁 護 士 荒 木 田 修

〒１５４－００２２ 東京都世田谷区梅丘一丁目２２番４－２０３号

菊水法律事務所

電話０３（６２４０）８２７７ ファックス０３（６２４０）８２７８

弁 護 士 尾 崎 幸 廣

〒５３０－０００１ 大 阪 市 北 区 梅 田 １ 丁 目 １ 番 ３ 号

大阪駅前第３ビル１５０５号室

電話０６（６９４０）７３５５ ファックス０６（６９４０）７３５６

原告訴訟代理人弁護士 稲 田 龍 示

〒９０２－００７５ 沖 縄 県 那 覇 市 字 国 場 １ １ ２ ６ － １ － ２ ０ ６

第九法律事務所

電話０９８（８３５）４３２９ ファックス０９８（８３５）４９２８

原告訴訟代理人弁護士 岡 島 実

〒１００－０００１ 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ 丁 目 １ 番 １ 号

被 告 国

代表者法務大臣 上 川 陽 子
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損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金３，９００，０００円

貼用印紙額 金２５，０００円

予納郵券額 金 ５，０００円

請求の趣旨

１ 被告は原告らに対し、金３，９００，０００円および内金３，０００，０００

円に対する令和２年７月２日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払

え。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第１ 当事者

原告今井光郎は、本年  月 日  大阪地方裁判所堺支部    判決 出   平

成  年   第    号 損害賠償事件 以下 別件事件   被告 一人    別件事件

 被告  住宅株式会社 以下 別件被告会社   代表取締役会長 職   者    

原告南木隆治  政治経済 担当  大阪府立高校 元教員    原告黒田裕樹 

大阪府内 高校 日本史 講  傍  歴史講演者   各地 歴史講座 行 者    

    別件事件 被告  支持  者  別件事件 口頭弁論期日 平成  年 月  

日   原告南木 毎回 原告黒田   後平成  年 月 日 同  月 日 令和元年 
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月  日 同 月  日      傍聴    者    

第 概要

本件訴訟 原告      別件事件     裁判所 中垣内健治裁判長   後

任 判決言 渡     森木田邦裕裁判長 法廷警察権 行使  職権 濫用    

原告  表現 自由 侵害    等     違憲 違法 不法行為 責任 国 対 

 問       

     別件事件 口頭弁論期日     北朝鮮    拉致   同胞 救出

  国民共通 思  象徴             末尾 写真 参照        

  裁判 傍聴 認   傍聴席 抽選 認    本人尋問      原告今井  

                裁判 開廷       法廷警察権 行使  中垣内

健治裁判長    平成  年     年  月  日 裁判期日   以後 結審判決言渡 

期日 至       継続    原告今井 対  表現 自由 侵害 令和元年  

月  日 被告本人尋問 期日         原告南木   原告黒田 対    

 後 口頭弁論期日                毎 不法行為 成立   

別件事件 令和 年 月 日 判決言 渡   中垣内裁判長 転勤     令和 年

 月  日 結審   中垣内裁判長  森木田邦裕裁判長   代読言 渡       

森木田裁判長 中垣内裁判長 同様 法廷警察権 行使         原告南木  

懇願   聞 入     別件事件 被告 応援  傍聴人   原告南木 含 多数

 者                              法廷  入廷 傍聴

 許        抗議   聞 入     法廷 入               

       傍聴席 着          別件事件 第一審判決  月 日   別件

被告会社   別件事件被告 原告今井 一部敗訴 判決 出     別件事件原

告被告双方  既 控訴      

別件事件 大阪地裁堺支部    行    中垣内裁判長   森木田裁判長 

法廷入廷 際                   法廷警察権 行使  原告  表現



5

 自由 侵害  違憲 違法                             

 傍聴     本人尋問等     開廷        法廷警察権 行使  拉致

問題  他北朝鮮当局   人権侵害問題  対処 関  法律 第 条 反  違法

       

第 違憲 違法 訴訟指揮   不法行為

本件 不法行為 経過 以下        

 平成  年 月  日以前

平成  年  月  日 口頭弁論期日 頃   別件事件 原告側支援者      

               缶    末尾 写真 参照      裁判所 取 囲   

       表明  実際多       缶    身    傍聴         

   裁判所  法廷 秩序 維持    必要 事項 命      処置 執    

         平成  年  月  日 期日  以前  別件事件 原告側支援者 缶

              使用 始            法廷 入廷  傍聴   

   裁判所 何               平成  年 月半 頃  別件事件 原告

側支援者    上   缶    拡散 呼   始       別件事件原告 支援

者 動  裁判所 阻止        別件被告会社 応援  原告南木       

   平成  年 月 日 別 缶    準備     原告南木   装着  入廷  

         裁判所          性      等       命     

形 法廷警察権 行使 措置 執            別件事件原告被告     

支援  者 双方  缶              

    平成  年 月 日 段階   裁判所 缶    装着 禁     法廷警察

権 行使 徹底      法廷内  別件原告側支援者 缶         入廷 

傍聴  者              使       性       装着     

            命令 裁判所  厳格        次 平成  年 月  日
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 口頭弁論期日      

 平成  年 月  日 口頭弁論期日 

     平成  年     年  月  日 口頭弁論期日  原告南木   原告黒田

  大阪地裁堺支部 傍聴券 求    抽選 並        並    別件事件

 原告側支援者 一人  原告黒田 対  同人 身                

                  込                      申 入

  嫌            時両者 間 入  大阪地裁堺支部 裁判所職員    

     裁判長 指示 仰                        命   

 発端     原告南木     傍聴券 抽選       別件事件被告会社 支

援者  何  間違        何人  裁判所職員 確認    裁判長 指示命

令               原告黒田                     

平成  年 月  日以降  中垣内裁判長 当時  判断    一貫  入廷時 当初

 傍聴券抽選時            装着        命        判決 

言渡 期日   裁判長 森木田裁判長 変       法廷警察権 行使 変   

       

 平成  年 月 日 口頭弁論期日 

原告南木   口頭弁論期日前日 裁判所 書記官  別件事件被告会社側 弁護

士 通            装着 認        裁判所 法廷警察権行使 一

環    命令     前回同様           装着   法廷  入廷 認

    命     原告黒田     同様           装着   入廷 認

        

 平成  年  月 日 口頭弁論期日 

原告南木     日以後 口頭弁論期日   別件事件 被告会社側 弁護士 通
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   期日 前           装着 認        裁判所 法廷警察権 行

使 一環    命令      原告南木   理不尽  怒     判決 行方 

悪影響 与       原告今井 別件事件 被告会社 申 訳   思     耐

 忍    命令 従   原告黒田 同  裁判所 命令 従   

 令和元年 月  日 口頭弁論期日 

前記同様          装着   法廷  入廷  裁判所 法廷警察権 行

使   措置   認        

 令和元年 月  日 口頭弁論期日 

前記同様          装着   法廷  入廷  裁判所 法廷警察権 行

使   措置   認        

 令和元年  月  日 口頭弁論 証拠調期日 

原告今井 別件訴訟  被告      上着 見      拉致問題解決     

                    令和元年  月  日 裁判期日 被告本人尋

問 先立  法廷 入 開廷 待      裁判所職員               

    言    原告今井                           理

解          原告今井     裁判長 指示 命令   裁判所職員     

       答       原告今井 裁判長    呼      言     裁判

所職員 一旦裁判長     行   戻  来                    

    開廷     裁判長           告   原告今井 裁判 期日 始

      多  人 迷惑     判断        中垣内裁判長 命令 従  

               

                  開廷           説明      疑念

 持 原告今井  本人尋問 途中  裁判長 尋問 端的 答     何度 原告今
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井 求         自分 要求                          

 取 出     中垣内裁判長 示                          

  開廷       裁判長  端的 答        供述    裁判長   法廷

 指示 従  下       答                     開廷   

    説明 一切      

 令和 年 月  日 口頭弁論期日 

前記同様          装着   法廷  入廷 裁判所 法廷警察権 行使

   命令 認        

 令和 年 月 日 判決言渡期日 

 月 日 判決 日                   傍聴     法廷 入廷

       大阪地裁堺支部  森木田裁判長   法廷警察権 行使  裁判所 認

    法廷警察権 権限 逸脱        

          安倍前総理大臣 菅総理大臣     多  閣僚 政務三役 

 他与野党 問   多数 国会議員 常 着用   国会議員       公務員 

民間会社員 一般市民 問   多数 国民 着用     

       北朝鮮    拉致   国民 救出  国民 願  象徴    裁判

所 国 機関   後述      法 後述  定         拉致問題 解決 最

大限努力  立場    

特  判決 日 既 席 割 当       法廷 何 混乱 起        裁

判 何 影響 与        法廷    裁判所 職務 執行 妨        

別件事件 原告本人   原告弁護団 誰   要望                

    傍聴       法廷警察権 行使  森木田裁判長       日 執  

  仮 別件事件 原告側                          要望 出

               法律 認      公 秩序 公序 一環    別件
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事件 原告 攻撃         別件事件被告  擁護         以前 別件

事件 原告被告 各支援者 装着  缶         違       装着    

        日 丸                    一蹴        警察

権 行使 一環            命                   

   裁判所   法廷警察権行使 濫用    法廷警察権 行使 仮託  原告

南木 対  表現 自由 侵害     同時            装着   法廷 

 立 入  認    他 裁判体  裁判当事者     傍聴人  関係     

不当 差別    

第 違法性

           位置付 

拉致問題  他北朝鮮当局   人権侵害  対処 関  法律 法律第九十六号

 平一八 六 二三  以下 拉致対処法        国家機関 国家公務員 拉致問題 

解決 協力         立場      示                   

 法律的 根拠     法制化   以前  日 丸 日本国旗      同   

               国民 総意    拉致問題 解決  決意      

   準法的 裏          過言               着用  拉致

問題解決 決意 表       種 公 秩序 公序    単  個人的      

 表現行為  趣味的 表現     

裁判所            着用 禁止     同         性     

理由                       性    別件事件     別件

事件 原告及   支援者 着用  缶     別件事件 被告会社及 本件訴訟 

原告今井 対  抗議          上記     缶              使

用      別件事件 被告会社支援者          裁判所         

要求    裁判所 配慮         原告南木  別件事件 被告会社支援者 

  対抗上別 缶    準備         段階 至   裁判所     双方 
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缶   着用 禁止       

                     拉致被害者救出 願    拉致問題解決

         別件事件  何 関係    原告   別件事件    着用   

      日常的 着用         

別件事件 傍聴者 中   常           身      者  原告南木

以外  大勢       拉致問題 解決 国家的 課題 国民的 課題    国民

 意思 一    問題 解決      思     裁判所 拉致問題 解決    

 思           解決 妨害             裁判所 法廷 入  

          命          不可解       

別件事件 被告   原告今井 同様                   開廷 

    裁判 受         真 異常            原告今井  裁判長

 別件事件     判断 行 裁判体 長      別件事件 人質 取    従

    得         

裁判所 警察権 行使 藉口  表現 自由 侵害  法    平等 違反   

     権限 濫用 言    得   

別件事件  平成  年 月  日  前 口頭弁論期日               

 着用 一度           

   原告南木  高校 教師    時代             常時着用  何

度 生徒 連  裁判見学  行    私的      多  裁判 傍聴      

   一度    傍聴  法廷                     裁判所  

命            

別件事件                装着 認      不平等 扱  不当

 差別 憲法  条 違反   

 裁判官 拉致対処法 守          
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拉致対処法第 条    国  北朝鮮当局   国家的犯罪   日本国民 拉致

 問題 以下 拉致問題       解決     最大限 努力           規定

      

  法律 従     裁判所 国 機関      裁判所 裁判官  常 拉致問題

 解決 尽力  責務 負         少    拉致問題 解決 妨害     

                      原告                  

  裁判 開廷       法廷  傍聴 許           理解不能    

          拉致対処法 制定   日本       会        拉

致被害者全員救出 最大目標   全国民 思  込        

総理大臣 閣僚 多  着用  国会内   宮中       着用        

     国会議員    日 丸 国旗     同様 広 着用       弁護士

         性     法廷  装着 許       

               海 越  拉致   同胞 帰国 願    思  表

現          党派的 政治活動 意図      普通 国民     自然 

思  受 取                性     弁護士    同  許容   

         

拉致対処法        裁判所 国 機関    拉致問題解決    努力  

 責務 負     少    拉致問題解決 意思 踏               

したがって、拉致問題解決の国民的な意思を表現する行為であるブルーリボンバッ

ジの着用を拒み、特定の法廷への入廷に際してそれをはずすことを求める命令は、表

現の自由を侵害する、不当な差別であり、違憲、違法な不法行為である。

第５ 損害

以上のとおり、原告らはブルーリボンバッジの装着により、公序に裏付けられた拉

致問題に対する国民共通の決意を静謐のうちに主張し続けていたが、この表現の自由

を侵害されるという不当な差別を受けて、大いなる精神的苦痛を被った。これを慰謝
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するのには各金１，０００，０００円を下らない慰謝料をもって償われなければなら

ない。

原告らはまた本件訴訟を弁護士に委任し、弁護士費用の支払いを約したが、そのう

ち各金３００，０００円は被告の不法行為と相当因果関係のある損害である。

第６ まとめ

よって、原告らは、被告に対し、国家賠償訴訟法第１条第１項に基づき、金３，９

００，０００円および内金３，０００，０００円に対する令和２年７月２日から支払

済みまで年３％の割合による金員の支払を求める。

最後に、原告らは、わが国の裁判所が、必ず国民の言論の自由、平等を守る砦であ

るとともに、裁判所が自ら、国民の表現の自由を侵害したり、不当な差別をしないこ

と、そして、拉致被害者救出を支援し、国益を守る、少なくとも拉致被害者救出の機

運に水を差したりしないと信じる。なお、原告らは、この裁判に勝訴した場合の損害

賠償金については、これを拉致問題の解決のために奔走している団体、組織にその全

額を寄付する所存である。

以 上

証拠方法

・追って必要に応じて提出する。

添付書類

・委任状 ３通
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写真           
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写真２．いわゆるヘイトハラスメントストップ缶バッジ


